
 

   外国人特別研究員(欧米短期） 募集要項  

外国人特別研究員（欧米短期） 
平成22年度分 

平成21年3月 

独立行政法人日本学術振興会 

募 集 要 項 

1. 趣旨 

 独立行政法人日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science : JSPS)は、「外

国人特別研究員」事業（英文名称：JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers）の

一環として、欧米諸国（※）の博士号取得前後の若手研究者に対して、1か月以上12か月以内の

期間内で、我が国の大学等において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事す

る機会を提供する事業を行っています。この事業は、個々の外国人特別研究員の研究の進展を

援助するとともに、我が国と欧米の学術先進国との学術交流の促進を目的としています。 

 なお、本事業への申請は、外国人特別研究員の受入れを希望する我が国の研究者が行うも

のとします。 

※この要項における欧米諸国は、アメリカ合衆国、カナダ並びにフランス、ドイツ、スウェーデン、

イギリス、イタリア、フィンランドその他の欧州連合（EU）加盟国（2009年4月1日現在）及びスイ

ス、ノルウェー、ロシアとします。 

   
2. 対象分野 

人文・社会科学及び自然科学の全分野。 

3. 申請資格  
 

 
4. 外国人特別研究員の要件  
 

（１） 外国人研究者の受入れを希望する常勤の研究者（助教、助手を除く。）又は常勤として位

置づけられている研究者であって、（２）の研究機関に所属する者。 

※常勤職の位置づけについては、受入研究機関の定めによります。

（２） 我が国の次の機関とする。ただし、文部科学省科学研究費補助金の応募資格のある機関

に限る。 

1. 大学、短期大学、大学共同利用機関、高等専門学校  

2. 国公立試験研究機関等  

3. 学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、政府出資法人、一般財

団法人、一般社団法人  

4. 民間研究機関（大学の連携大学院の相手方として教育研究実績をあげている機関

の他、若手研究者（外国人）受入機関に適切であると本会が認めた機関。）  

※ 2.～4.については「機関コード一覧」（http://www-shinsei.jsps.go.jp/kikan-a/）に掲載さ

れている機関に限る。

（１） １に掲げる国の国籍又は永住権を有する者。 

ただし、１に掲げる国以外の国籍又は永住権を有する者（日本と国交を有する国に限る。

台湾及びパレスチナの者についてはこれに準じて扱う。）であっても、修士以上の学位を取

得後、１に掲げる国の大学又は研究機関において継続して３年以上研究に従事し、優れた
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5. 採用予定数 

６０名程度 

6. 採用期間及び来日時期  
 

 
7. 本会支給経費（予定）  
 

 
8. 申請手続 

外国人特別研究員の募集は電子申請システムを通じて受け付けます。その際、電子申請手続

きと併せて必要書類が提出された場合のみ、有効な申請となります。詳細は、本会ホームペー

ジ内「電子申請のご案内」ページ（http://www-shinsei.jsps.go.jp/）を参照してください。 

研究業績を有する者を含む。

（２） 日本における研究開始時点で、国外の大学院で取得した博士の学位を有し、かつ、平成２

２年４月１日の時点で、博士の学位取得後６年未満の者（平成１６年（2004年4月2日以降に

学位を取得した者）又は国外の大学院博士課程（博士後期課程相当）に在籍し、２年以内

に博士の学位取得見込みの者。 

常勤的職に就いているかどうかは問いません。 

〔注〕過去に、日本学術振興会外国人特別研究員事業に採用された外国人研究者につい

ては対象外とします。また、外国人特別研究員（欧米短期）事業での採用は１回限りとしま

す。

（１） 採用期間は、1か月以上12か月以内とします。

（２） 今回の募集は、下記の時期に来日（研究開始）する予定の外国人研究者を対象とします。 

平成22年4月1日～平成23年3月31日（来日が可能な時期は、申請時期により異なります）。

（１） 渡航費  国際航空券で支給します（本会の規定によります）。

（２） 滞在費
 
①日本における研究開始時に博士の学位を有する者：月額 364,000円 

②日本における研究開始時に博士の学位を有しない者：月額 200,000円

（３） その他

 

その他 海外旅行傷害保険等、渡日一時金（４か月以上の滞在者のみ、定額

200,000円） 

〔注〕採用通知発行日において在日中の者には、「渡航費」は必要に応じて復

路分のみを支給し、「渡日一時金」は支給しません。 

上記のほか、受入研究者は、調査研究費を申請することができます。

（１） 提出書類（紙媒体） 

申請者は、下記①の書類を整え、所属機関長へ提出してください。 

所属機関長は、申請をとりまとめ、下記②の書類を添付して、申請受付期間中に下記14の

送付先に提出してください。なお、使用する用紙は全てA4判とします。 

①申請者（受入研究者）の準備する書類（所属機関へ提出） 

ａ 外国人特別研究員（欧米短期）受入研究者申請書（様式1） 

（１頁目のみ電子申請システムを用いＰＤＦにて印刷し、２頁目

以降はホームページからダウンロード）

・・・正本1部 写し5部

ｂ 外国人特別研究員（欧米短期）候補者調書（様式2） ・・・正本1部 写し5部

ｃ 候補者の博士論文指導者等（受入研究者以外の者）からの推

薦書 

（主要な推薦書を１件（推薦者１名）のみ添付してください。） 

※学位記の写し（取得済の場合）または博士号学位取得見込証

明書（取得前の場合）については、採用決定者のみ提出が必要

です。（申請時には不要です。） 

〔注１〕審査を実施する分野については、分科細目に対応する８

領域のいずれかに区分されるので留意してください。ただし、

「総合領域」または「複合新領域」に当たる細目（分科細目コード

・・・正本1部 写し5部
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9. 選考及び結果の通知  
 

 
【審査方針】 

 
②申請者の所属機関の事務局において準備する書類 

参照）を選択した者のみ、審査を希望する領域を様式１に入力し

てください 

〔注２〕提出書類ａ～ｃは、アルファベット順に１部ずつ重ねて左

上をホチキスでとめ、これを６セット（正本１部、写し５部）用意

し、正本を一番上にして提出してください。また、提出書類ａ及び

ｂは両面印刷してください。  

〔注３〕提出書類ｃは、翻訳を含め合計して２枚以内としてくださ

い（両面使用可）。また、日本語又は英語以外の場合は、日本

語訳を付してください。  

ａ 申請件数一覧（兼受入承諾書） ・・・正本1部

ｂ 外国人特別研究員（欧米短期）候補者リスト ・・・正本1部

 ※ ａ及びｂについては、電子申請システムを用いて作成してください。 

 

（２） 申請受付は、６回行い、いずれの回でも申請できますが、来日時期に留意してください。 

 

［注］上記の受付期間は所属機関長から本会に申請書類が提出される期限であり、申請者

が所属機関長に申請書類を提出する期限はそれより前であることが予想されますので、注

意してください。 

 

申請受付（各回10人程度採用

予定）

受付期間 来日時期（平成22年度中に

来日）

第１回申請書受付 平成２１年１０月 ５日

（月）～  

平成２１年１０月 ９日

（金）

平成２２年 ４月 ～ 

平成２３年 ３月

第２回申請書受付 平成２１年１１月２４日

（火）～ 

平成２１年１１月２７日

（金）

平成２２年 ４月～ 

平成２３年 ３月

第３回申請書受付 平成２２年 ２月 １日

（月）～ 

平成２２年 ２月 ５日

（金）

平成２２年 ６月～ 

平成２３年 ３月

第４回申請書受付 平成２２年 ４月 ５日

（月）～  

平成２２年 ４月 ９日

（金）

平成２２年 ８月～ 

平成２３年 ３月

第５回申請書受付 平成２２年 ５月 ６日

（木）～ 

平成２２年 ５月１２日

（水）

平成２２年 ９月～ 

平成２３年 ３月

第６回申請書受付 平成２２年 ８月 ２日

（月）～ 

平成２２年 ８月 ６日

（金）

平成２２年１２月～ 

平成２３年 ３月

（１） 選考結果については、本会理事長から申請機関の長に文書で通知します。

（２） 採用となった外国人特別研究員には、本会理事長から関係書類を送付します。

（３） 選考結果に関する個別の問い合わせには応じられません。

（４） 選考結果の通知時期は、本会で受け付けてから約3ヶ月後になります。
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10. 本会海外研究連絡センターにおける募集・採用 

 アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、スウェーデン及びイギリスからの申請については、この募集

要項による日本の申請の他に、本会の海外研究連絡センターが、現地の学術機関と協力するな

どして別枠で募集・採用を行っています（詳細は、各海外研究連絡センターに照会してくださ

い）。 

11. 受入研究者、外国人特別研究員及び受入研究機関の義務 

 受入研究者、外国人特別研究員及び受入研究機関は、以下の（１）～（９）に留意の上、申請及

び採用後の手続を行ってください。採用後は「外国人特別研究員（欧米短期）事業諸手続の手引

き」の記載事項を遵守してください。記載事項を遵守しなかった場合、外国人特別研究員の採用

の取消し、支給経費の停止（国際航空券の支給停止を含む）・返還要求を含む、所定の措置を

講ずることとします。 

 
12. 個人情報の取扱い等  

 申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会外国人

特別研究員（欧米短期）事業の業務遂行のために利用（データの電算処理及び管理を外部の民

ⅰ） 招へいによって招へい研究者・申請者双方の研究の推進が期待できること。

ⅱ） 申請者と候補者の事前交渉などが密接に行われ、研究計画が具体的であること。

ⅲ） この招へいが実施され、欧米諸国との交流が一層発展することが期待できること。

ⅳ） 博士号取得前の者については、研究の発展性も考慮にいれること。

ⅴ） 採用者の受入機関、専門分野は、なるべく偏らないこと。

（１） 受入研究者は、外国人特別研究員の来日後の円滑な研究遂行を可能にするため、受入

体制（研究室での受入条件、受入にあたっての身分等）を十分告知し、その合意を得たうえ

で申請すること。

（２） 受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、外国人特別研究員が受入研

究機関において滞りなく共同研究が遂行できるよう、必要な受入体制を整えること。また外

国人特別研究員の来日前に必要な手続（査証の申請手続を含む）及び宿舎の確保その

他、日本での生活に必要な事柄について助言を行うこと。

（３） 受入研究者は外国人特別研究員に対し、フェローシップ期間中すべての人権侵害行為（人

種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、ア

ビューズ、ネグレクト等）を行ってはならないことはもちろん、行ったと受取られないよう特に

言動を慎まなければならない。

（４） 外国人特別研究員は、フェローシップ期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人

権侵害行為（人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワー

ハラスメント、アビューズ、ネグレクト等）を行ってはならない。

（５） 外国人特別研究員は、採用期間中、原則として継続的に日本に滞在し、受入研究機関に

おいて本フェローシップに係る研究に専念すること。ただし、出産・育児に伴い採用期間を

中断している場合はこの限りでない。また、外国人特別研究員は、報酬の有無にかかわら

ず他の業務に従事しないこと。

（６） 受入研究者及び外国人特別研究員は、研究活動の不正行為（研究成果の捏造、改ざん

等）及び研究費の不正使用（研究費の私的使用、目的外使用等）を行わないように、本会

及び受入研究機関の定めるルールに従い研究活動を行うこと。

（７） 受入研究者及び外国人特別研究員は、別の定めにより報告書を提出すること。

（８） 受入研究機関は、受入研究者及び外国人特別研究員に対し、研究活動の不正行為（研究

成果の捏造、改ざん等）及び研究費の不正使用（研究費の私的使用、目的外使用等）が行

われることがないように、本会及び当該機関の定めるルール（不正行為・不正使用を行っ

た場合のペナルティを含む）を告知し、遵守させること。

（９） 受入研究機関は、外国人特別研究員の受入れにあたり第一義的な責任を有しており、受

入にあたっては人権侵害行為、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の防止に

ついて積極的に取り組み、また問題が生じた場合はその解決に努めること。 

※競争的資金等の適正な使用等については、別紙（「競争的資金等の適正な使用等につ

いて」）をご参照ください。
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間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む）します。 

 なお、採用された場合、採用者氏名、研究課題名、研究に従事する機関、受入研究者の職・氏

名及び研究報告書が公表されることがあります。また、本会事業の充実のための調査に協力願

う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

13. その他の注意事項  
 

 
14. 申請書類の送付先・連絡先 

独立行政法人日本学術振興会 人物交流課「外国人特別研究員（欧米短期）」担当 

住所：〒102-8471 東京都千代田区一番町6番地 

電話：(03) 3263 - 3769 / 3444 / 3761 

（１） １人の受入研究者が２人以上の外国人研究者を候補者として同時に申請する場合は、当

該候補者に優先順位を付してください。

（２） １人の候補者が２人以上の受入研究者を通じて申請することはできませんので、申請にあ

たっては候補者に事前に確認してください。

（３） 同一人が、同時に本事業と外国人招へい研究者事業の候補者となることはできません。

（４） １１（３）に関し、万が一、非違行為があり、受入研究機関が定める処分を受けた場合は、処

分の日以後５年間は本事業、外国人特別研究員事業及び論文博士号取得希望者に対す

る支援事業に申請することができません。

（５） 本会は、申請書の内容に虚偽、他人の申請書からの転用その他不正な記載があると判断

した場合は、審査の対象としません。外国人特別研究員が採用された後に、同様の記載

が発見された場合は、採用の取消しを含む所定の措置を講ずることとします。

（６） 本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去５年間に本会国際交流事業に採択

されたことがある受入研究者は、その事業の成果（見込み）と今回申請の本事業との関連

性がある場合にはそれを明確にしたうえで申請してください。

（７） 本会は、軍事に直接係わる研究を支援しません。
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